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ケーススタディ／ＪＡＬ ＯＮＬＩＮＥ
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特許第３１７９４０９号 「航空券ネットワーク販売システム」

出願日 平成１０年（１９９８年）５月２８日

概要

（１） 法人顧客の
ＰＣから、社員のＩＤ
情報を用いて航空
券予約を行う

（２） 航空会社の

ＰＣは、法人顧客の

ＰＣから予約を受信すると、その予約を成立させ、予約情報
と社員のＩＤ情報をセットにして、空港の搭乗券発券機に送
信する

（４） 搭乗券発券機は、その後、発券した旨を示すメッセージを航空会社のＰＣに送信する

（５） 航空会社のＰＣは、搭乗券発券機から受信したメッセージを蓄積し、ＩＤ情報に基づい
て、法人顧客ごとに請求額を算出する

（３） 搭乗券発券機は、社員から発券の指示がされた場合に、

ＩＤ情報を記録させたカードを読み取り、読み取ったカードから

得られたＩＤ情報と航空会社のＰＣから受信したＩＤ情報を照合し、

一致すれば搭乗券の発券を行う

ソフトウエア特許講座のご案内

サンプルソフトウエア特許講座の
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ケーススタディ／ソフト電池

ＣＳ－１

特許第２８１００３３号 「稼働管理システム及び稼働管理方法」

ＵＲＬ：http://www.soft- denchi.jp

出願日 平成９年（１９９７年）５月２１日

概要

ソフトウエアを使用するための仮想電
池（＝使用権）

ソフトウェアのコマンド（生成関数）が使
用されるたびに仮想電池の残量が減り、
ゼロとなったところでソフトウエアの使
用ができなくなる（従量課金）

コマンド毎に課金の程度を変えることが
できる

仮想電池は、インターネット上で電池代
を支払うことにより充電が可能

－＞従来は、コマンド・関数単位の課金が
できなかった

¥
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　ブライトビジョン特許事務所の「ソフトウエア特許講座」では、特許制度の
概要、ソフトウエア特許を取り巻く環境、実際に認められているソフトウエア
特許の例、ソフトウエア特許に関する侵害訴訟の例などを、ＳＥ（システムエ
ンジニア）経験を有する弁理士が、技術および法律の両面から分かりやすく具
体的に説明します。

　オリジナルの資料を用い、実務的な観点を中心に分かりやすく解説。
　

特徴とメリットソフトウエア特許講座の

　ソフトウエア開発企業向け 
「ソフトウエア特許講座」～ソフトウエア特許を理解する第１歩として～

ＩＮＤＥＸ １　特許を取り巻く環境
２　特許制度の基礎知識
３　特許権の効力と特許出願の効果
４　特許要件（特許として認められるための条件）
５　ソフトウエア関連発明
６　ソフトウエア特許の事例Ⅰ
７　先行技術調査

講義風景

　豊富な具体例を用いてソフトウエア特許を分かりやすく解説。
　

　具体的かつ詳細な特許権侵害訴訟の分析についても解説。
　　

　ご要望に応じて、関連の深い分野に関する内容で構成することも可能。
　　

２０１０年１２月
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１．１ 統計データで見る特許の動向

１－３

＊１ ＮＢＬ ＮＯ．７６５ ｐ．２６、大阪地裁・知的財産専門部ＨＰ、裁判所ＨＰより
＊２ ２００４年は、最高裁行政局の速報値（１～７月）から推定

知的財産権事件新受件数（全国地裁・第１審）
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１．１ 統計データで見る特許の動向

１－４

新受事件の種類別割合（２００２年）
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ソフトウエア特許講座

ソフトウエア特許を理解する第１歩として

Ver . 3. 43

２００９年１１月９日

　　->  自社に関連の深い情報を集中的に得ることができます。また、受講者の問題意識・知識レベルやニーズに合わ
         せて、柔軟に講義内容や構成を調整することもできます。また、必要に応じて、事前のお打ち合わせもさせて頂
         きます。
　　->  オンサイトでご説明をさせて頂きます。

　　->  訴訟における問題点、留意点が明らかになり、より高品質な特許出願への意識が高まります。
　　->  自社の事業を守る、他社に対して有効な権利行使を行うことができる、そのような「本当に強い」特許をどうやっ
         て取得すべきかについて、大きなヒントが得られます。

　　->  ソフトウエア特許を具体的にイメージするには、今までどのような発明が特許として認められてきたかを見るのが
         一番です。
　　->  特許のイメージを具体的に把握することによって、開発や企画の担当者は、自身の携わる事業アイデアのうち、
         どのようなものが特許となりうるかについて、おおよその勘所を身につけることができます。つまり、社内発明に関
         する特許の種を効果的に「抽出」することが期待できます。
　　->  ソフトウエア特許の具体例は、これまでにない斬新な発想や、新しいシステム／データの組み合わせを含んで
         いることが珍しくありません。このような事例に触れることは、担当者の発想や発明意欲に刺激を与え、結果的に
         新しい仕組みを想起させ、特許取得の新たな可能性が広がることになります。

　　->  単に特許制度の紹介をする講座や一般書籍では得られない、有益な情報を提供致します。

　ＣＥＡＴＥＣ ＪＡＰＡＮ講演「ソフトウエア特許侵害訴訟から学ぶ特許戦略のヒント」


